
 

 

様式第二号の八(第八条の四の五関係) 

(第１面) 

産業廃棄物処理計画書 

  令和３年６月３０日 

都道府県知事 

(市長)         殿 

 

提出者 〒８７０-１１９２  

 住 所 大分県大分市大字旦野原７００番地 

              氏 名 国立大学法人大分大学 

                                                     学長  北 野  正 剛 

電話番号０９７－５６９－３３１１（代） 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第９項の規定に基づき、産業廃棄物の減量その他 

その処理に関する計画を作成したので、提出します。 

事 業 場 の 名 称  国立大学法人大分大学 医学部 

事 業 場 の 所 在 地  大分県由布市挾間町医大ヶ丘１丁目１番地 

計 画 期 間  令和３年４月１日 ～ 令和４年３月３１日（１年間） 

当該事業場において現に行っている事業に関する事項  ①事 業 の 種 類  教育・学習支援授業及び医療・福祉 

②事 業 の 規 模  ６１８床 

③従 業 員 数  １，８８９人 

④産業廃棄物の一連

の処理の工程 
別添フロー図のとおり 

(日本工業規格 Ａ列４番) 



 

 

(第２面) 

産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項 

 

（管理体制図） 

 

・感染性産業廃棄物の特別管理産業廃棄物管理責任者は病院長を指定し、特別管理産業廃棄

物の適正な管理に努めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項 

 

①現状 

【前年度（ 令和２ 年度）実績】       

産業廃棄物の種類 感染性産業廃棄物 廃油 

排 出 量 ２６２.６ｔ ２．９ｔ 

（これまでに実施した取組） 

 

・「大分大学医学部感染性廃棄物処理計画」を作成する等、排出の抑

制に努めている。 

 

②計画 

【目標】 

産業廃棄物の種類 感染性産業廃棄物 廃油 

排 出 量 ２６２．１ｔ ２．１ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

 

・排出の抑制に努めていく。 

 

産業廃棄物の分別に関する事項 

 

①現状 

（分別している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組） 

 

・「大分大学医学部廃棄物処理規程」により原点分別、原点処理のた

め必要な事項を定めている。 

②計画 

（今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する取組） 

 

・引き続き現状を維持する。 

（第３面） 



 

 

自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項 

 

①現状 

【前年度（     年度）実績】 

産業廃棄物の種類   

自ら再生利用を行った 

産業廃棄物の量 
ｔ ｔ 

（これまでに実施した取組） 

 

 

 

②計画 

【目標】 

産業廃棄物の種類   

自ら再生利用を行う

産業廃棄物の量 
ｔ ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

 

 

 

自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項 

 

①現状 

【前年度（     年度）実績】  

産業廃棄物の種類   

自ら熱回収を行った

産業廃棄物の量 
ｔ ｔ 

自ら中間処理により減量した 

産業廃棄物の量 
ｔ ｔ 

（これまでに実施した取組） 

 

 

 

 

②計画 

【目標】   

産業廃棄物の種類   

自ら熱回収を行う

産業廃棄物の量 
ｔ ｔ 

自ら中間処理により減量する 

産業廃棄物の量 
ｔ ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

 

 

 

 

（第４面） 



 

 

自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項 

 

①現状 

【前年度（     年度）実績】 

産業廃棄物の種類   

自ら埋立処分又は 

海洋投入処分を行った 

産業廃棄物の量 

ｔ ｔ 

（これまでに実施した取組） 

 

 

 

②計画 

【目標】 

産業廃棄物の種類   

自ら埋立処分又は 

海洋投入処分を行う 

産業廃棄物の量 

ｔ ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

 

 

 

産業廃棄物の処理の委託に関する事項 

 ①現状 

【前年度（ 令和２年度）実績】  

産業廃棄物の種類 感染性産業廃棄物    廃油 

全 処 理 委 託 量 ２６２．６ｔ ２．９ｔ 

 

優良認定処理業者への 

処 理 委 託 量 
２６２．６ｔ ２．９ｔ 

再生利用業者への 

処 理 委 託 量 
２６０．７ｔ ｔ 

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量 
ｔ ｔ 

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量 

ｔ ｔ 

（これまでに実施した取組） 

 

・原点分別・処理された廃棄物は、種類毎に分別容器に区分し、学内

の廃棄物保管庫に収集し、定期的に委託業者が学外に搬出、中間・最

終処分を行っており、搬出の都度マニュフェストによる確認を行って

いる。 

 

 

 



 

 

（第５面） 

 ②計画 

【目標】 

産業廃棄物の種類 感染性産業廃棄物    廃油 

全 処 理 委 託 量 ２６２．１ｔ ２．１ｔ 

 

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量 
２６２．１ｔ ２．１ｔ 

再生利用業者への 

処 理 委 託 量 
２６０．２ｔ ｔ 

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量 
ｔ ｔ 

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量 

ｔ ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

 

・排出の抑制に努めていく。 

 

  

 

 

 

 

※事務処理欄   



特別管理産業廃棄物の発生・処理フロー図 

 

（同一敷地内・挾間キャンパス） 

 

  附属病院病棟・外来等 

 

感染性産業廃棄物 

（注射器、採血管等） 

 附属病院検査部・薬剤部等 

 

廃      油 

(ｷｼﾚﾝ･ｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ等) 

    医  学  部 

     

廃油・廃酸 

(ｴﾀﾉｰﾙ･ホルマリン等) 

 全学研究推進機構 

動物実験部門 

感染性一般廃棄物 

（実験動物等廃棄物） 

  

  委託業者が 

収集・運搬 

職員が回収 
（廃液カード添付） 

        

職員が回収 
（廃液カード添付） 

委託業者が 

運搬・学外処分 
 

                    （マニフェスト交付） 

  

委託業者が

運搬・学外処

分 
（マニフェスト

交付） 

 

 

   廃棄物保管庫 
（管理責任者は病院長） 

  

実験廃液保管庫 

 
(管理.保管は職員) 

  

 (保管は業者委託)   

 感染性産業廃棄物 廃  油 廃  酸 

 業者委託が 

運搬・学外処分（マニフェスト交付） 

  

 

                         

                    


